
身体拘束なし

確定

刑の執行有罪

無罪

検察庁へ

却下

不起訴

任意捜査

事件発生

身体拘束あり

逮捕

取調べ

検察庁へ

72時間以
内又は48
時間以内

勾留請求

勾留

取調べ
原則10日
以内

起訴

地方裁判所又は
簡易裁判所へ

公判

判決
不服の
場合，
１４日
以内に
控訴 控訴

高等裁判所へ

公判

判決不服の
場合，
１４日
以内に
上告

上告

最高裁判所へ

高等裁判所で事件を
受理してからの手続
を次の「控訴審の手
続」でもう少し詳し
く説明します。
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